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令和５年富良野市教育委員会第３回定例会 

開催年月日 令和５年３月 27日（月） 午後４時 13分開会 

開 催 場 所 複合庁舎 ２階 教育長室 

出 席 委 員 

教育長  近 内 栄 一 

委 員  宮 本 鎮 栄 

委 員  津 山 正 樹 

委 員  渡 邊 啓 子 

欠 席 委 員 木 村  謙 委員 

説明のために 

出席した者の 

職氏名 

教 育 部 長  亀 渕 雅 彦 

教育振興課長  桑 島   洋 

教育振興課主幹 松 原 光 利 

こども未来課長 佐 藤   保 

虹いろ保育所長 菅 原   誠 

教育振興課管理係長  石 坂 征 和 

議 事 日 程 

日程第 1 会期の決定について 

日程第２  

議案第１号 富良野市小中学校通学区域規則の一部改正について 

 議案第２号 富良野市地域学校協働活動推進委員会設置規則の一部改正につい 

       て 

議案第３号 富良野市教育委員会の所管に係る富良野市個人情報保護条例施行 

規則の廃止について 

 議案第４号 富良野市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正について 

 議案第５号 富良野市保育の必要性の認定基準に関する規則の一部改正につい 

て 

 議案第６号 富良野市スクールバス管理運行に関する規程の一部改正について 

議案第７号 令和５年度富良野市教育推進計画について 

議案第８号 富良野市スクールカウンセラーの委嘱について 

議案第９号 富良野市子どもと親の相談員の委嘱について 

議案第 10号 令和５年度富良野市学校医等の委嘱について 

議案第 11号 令和５年度富良野市立保育所における嘱託医の委嘱について 

議案第 12号 富良野市コミュニティ・スクール協議会設置規則の一部改正につ 

いて 

 議案第 13号 特定子ども・子育て支援施設等の公示について 

議案第 14号 修学旅行の引率業務等に従事する富良野市立学校職員の勤務時 
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間の割振り等に関する要領の一部改正について 

 報告議案第１号 令和４年度富良野市一般会計予算の補正専決報告（専決処分） 

について 

報告議案第２号 令和４年度富良野市一般会計補正予算の報告（専決処分）に 

ついて 

 報告議案第３号 令和５年度富良野市一般会計当初予算の報告（専決処分）に 

ついて 

 報告議案第４号 富良野市教育委員会職員等の人事異動報告（専決処分）につ 

いて 

会議録署名委員

の氏名 

教育長は、会議録署名委員に次の委員を指名した。 

 宮 本 鎮 栄 委員  

傍 聴 人 なし 

議事の経過 

開会 午後４時 13分 

近内教育長 

 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今より令和５年富良野市教育委員会第３回定例会を開会いたします。 

本日は木村委員より欠席の通知がありましたので報告致します。 

会議録署名委員には、宮本委員にお願い致します。 

次に、教育長事務報告をお願いします。 

 

令和５年２月 14日から３月 26日までの事務報告を致します。お手元の資料に基

づき、主だったものについてご説明いたします。 

２月 22日、地学協働推進委員・ＣＳ合同研修会に出席しています。 

２月 28日、第２回子ども・子育て会議に出席しています。 

３月 23日、上川管内教育委員会教育長部会に旭川市にて出席しています。 

以上です。 

 

只今の教育長事務報告について、補足説明を行います。 

2月 22日の地学協働推進委員・ＣＳ合同研修会ですが、家庭、学校、地域

が一体となって、地域全体で子どもを守り、育てる体制をつくり、生涯学習

の実現を図る目的で、地域学校協働活動推進委員と市内各校のコミュニテ

ィ・スクールの学校運営協議会委員、それから教育関係者による合同研修会

を開催いたしました。当日は旭川市教委から先進的な取り組み事例について

情報提供いただいた後に、各グループに分かれて地域のため、学校のために

できることは何かについて熟議を行ったところであります。今後の各コミュ

ニティ・スクールと地域学校協働活動に活かされることに期待したいと考え

ております。 
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近内教育長 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

2月 28日の第２回子ども・子育て会議ですが、今後の教育・保育の量的な

サービスの見込みと確保方法について協議しました。特に意見としては、不

登校あるいは不登ぎみの子供たちへの対応として状況に合わせた居場所づく

りや相談体制の自立について、それから幼稚園教諭、保育士不足への対応と

して幼児教育保育を担う人材確保の施策の必要性についての意見などがあり

ました。今後の施策づくりの参考にしたいと考えております。 

3月 23日の上川管内教育委員会教育長部会ですが、令和 4年度の上川の教

育の推進状況について、これまでの活動の中で特にＧＩＧＡスクール構想に

よる授業改善、いじめ、あるいは不登校に対する対策についての対応や進捗

状況について説明を受けながら、今後に向けて一人一台端末の有効活用、情

報活用能力を高めていくことと小中連携について今後一層進めていきたいと

いうことで上川教育局から説明があったところです。以上です。 

只今の教育長事務報告について、何かご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、次に進みます。 

これより 議題に入ります。 

日程第一 会期の決定についてお諮り致します。 

会期については、本日一日と致したいと存じますが、これにご異議ございません

か。 

 

《各委員より「異議なし」の声あり》 

 

ご異議なしと認めます。よって、只今お諮りのとおり決しました。 

日程第二に移ります。 

報告議案第１号「令和４年度富良野市一般会計予算の補正専決報告（専決処分）

について」、報告議案第２号「令和４年度富良野市一般会計予算の補正報告（専

決処分）について」、報告議案第３号「令和５年度富良野市一般会計当初予算の

報告（専決処分）について」、報告議案第４号「富良野市教育委員会職員等の人事

異動報告（専決処分）について」ですが、その性質上、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 14 条第 7 項ただし書きの規定により秘密会といたしたいと

思いますがいかがですか。 

 

《各委員より「異議なし」の声あり》 

 

ご異議なしと認め、報告議案第１号から報告議案第４号までについては、秘密会

として他の議案の後に審議することといたします。 
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亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

議案第 1号を議題といたします。 

議案第 1号「富良野市小中学校通学規則の一部改正について」を説明願います。 

 

議案第 1号 富良野市小中学校通学規則の一部改正について、ご説明申し上げ

ます。 

本件は別表１及び別表２に記載の小・中学校において、令和 6年３月 31

日をもって閉校する布部小学校・布部中学校の項を削除し、統合先となる富

良野小学校と富良野西中学校の区域に「上御料、中五区」を及び、扇山小学

校と富良野東中学校の区域に「布部全区、上五区」を加えるものでございま

す。 

なお、この規則は令和６年４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

  

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第 1号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に、議案第２号「富良野市地域学校協働活動推進委員会設置規則の一部改正

について」を説明願います。 

 

議案第２号 富良野市地域学校協働活動推進委員会設置規則の一部改正につ

いて、ご説明申し上げます。 

本件は、富良野市地域学校協働活動推進委員会の組織体制の見直しに伴

い、規則の一部を改正しようとするものでございます。 

 以下、概要につきましてご説明申し上げます。 

 第３条１号中（２）「教頭会」を「社会教育委員」、（４）「各地区代

表」を「各学校代表」に改め、（６）を削除するものでございます。 

 また、第９条条文を削除し、第 10条を繰り上げるものでございます。 

 なお、この規則の施行日は。令和５年４月１日とするものでございます。 

以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

  

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 
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近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第２号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第３号「富良野市教育委員会の所管に係る富良野市個人情報保護条

例施行規則の廃止について」を説明願います。 

 

議案第３号 教育委員会の所管に係る富良野市個人情報保護条例施行規則の廃

止についてご説明申し上げます。 

 本件は、富良野市個人情報保護条例（平成 12年条例第２号）及び富良野

市個人情報保護条例施行規則（平成 12年規則第３号）が廃止され、富良野

市個人情報の保護に関する法律施行条例に一元化されることに伴い、廃止す

るものでございます。 

なお、この規則の施行日は令和５年４月１日からとするものでございま

す。 

以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第３号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第４号「富良野市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正につい

て」を説明願います。 

 

議案第４号 富良野市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正についてご

説明申し上げます。 

本件は、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第 76号）」の施行に伴う「子ども・子育て支援法」の改正

により、本細則を改正しようとするものでございます。 
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近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 以下、その概要についてご説明申し上げます。 

 第５条第１号及び第２号は、「こども・子育て支援法」の改正に伴う引用

条項の整理でございます。 

 細則の施行日は、令和５年４月１日からとしようとするものでございま

す。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第４号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第５号「富良野市保育の必要性の認定基準に関する規則の一部改正

について」を説明願います。 

 

議案第５号 富良野市保育の必要性の認定基準に関する規則の一部改正につ

いてご説明申し上げます。 

 本件は、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第 76号）」の施行に伴う「子ども・子育て支援法」の改正

により、本規則を改正しようとするものでございます。 

 以下、その概要についてご説明申し上げます。 

 第３条は、「こども・子育て支援法」の改正に伴う引用条項の整理でござ

います。 

 なお、規則の施行日は、令和５年４月１日からとしようとするものでござ

います。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第５号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 
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近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第６号「富良野市スクールバス管理運行に関する規程の一部改正に

ついて」を説明願います。 

 

議案第６号 富良野市スクールバス管理運行に関する規程の一部改正につい

てご説明申し上げます。 

 本件は布礼別小学校が東小学校に統合し新規でスクールバスを運行するこ

とに伴い、本規程の一部を改正するのでございます。 

 以下、条を追ってご説明申し上げます。 

 第２条はスクールバスの運行対象とする学校とその台数を追加で明記する

ものでございます。 

 第４条第１項は東小学校にスクールバスを運行することに伴い、同校にも

運営委員会を設置しようとするものでございます。 

 なお、この規程は令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第６号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第７号「令和５年度富良野市教育推進計画について」ご説明願いま

す。 

 

議案第７号 令和５年度富良野市教育推進計画についてご説明申し上げま

す。 

 本計画は、「第１次富良野市教育振興基本計画」に基づき、令和５年度の

単年度計画として策定するもので、令和５年度の教育行政執行方針と、教育

振興基本計画に掲げた７つの政策目標とそれぞれの基本施策に沿って、目標

実現のための１年間に取り組む事業や施策について、まとめたものでござい

ます。 

 今後、関係機関への配布や市のホームページで掲載し、周知を図ってまい

ります。 
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近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第７号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第８号「富良野市スクールカウンセラーの委嘱について」を説明願いま

す。 

 

議案第８号 富良野市スクールカウンセラーの委嘱ついて、ご説明申し上げま

す。 

本件は、生徒の不登校や校内、学内での種々な問題行動等の対応にあたっては、

専門的な心理学の知識や心理援助知識が求められております。 

本市においては、富良野東中学校、富良野西中学校、麓郷中学校、布部中学校、

樹海学校に道費による北海道公立学校スクールカウンセラーの配置を予定して

おりますが、近年、相談件数が増加しており、道費だけでは対応できないことか

ら、市費によるスクールカウンセラーを配置し、教育相談、教職員及び保護者へ

の助言・支援を行うものであります。 

委嘱期間は、令和５年４月１日より令和６年３月 31 日までの期間とし、報酬

額については、時間単価 5，000 円とするものでございます。 

以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

  

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第８号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に、議案第９号「富良野市子どもと親の相談員の委嘱について」を説明願いま

す。 



~ 9 ~ 
 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

 

議案第９号 富良野市子どもと親の相談員の委嘱ついて、ご説明申し上げます。 

本市では、小学校における不登校や問題行動等の未然防止、早期発見、早期対

応、児童虐待への対応及び教育相談体制の充実を図ることを目的に、平成 16 年

度より、子どもと親の相談員を配置しております。 

令和５年度につきましても、富良野小学校、扇山小学校、東小学校、麓郷小学

校、鳥沼小学校、樹海学校、山部小学校に配置し、児童の悩み相談、家庭・地域

と学校の連携を支援するものであります。 

委嘱期間は、令和５年４月１日より令和６年３月 31 日までの１年間とし、報

酬額については、時間単価 5，000 円とするものでございます。 

以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第９号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に、議案第 10 号「令和５年度富良野市学校医等の委嘱について」を説明願い

ます。 

 

議案第 10 号 令和５年度富良野市学校医等の委嘱について、ご説明申し上げま

す。 

本件は、学校保健安全法に基づく児童生徒の健康診断実施にあたり、学校医８

名（内１名については耳鼻科担当）、学校歯科医 11 名、学校薬剤師７名に委嘱を

し、児童生徒の健康診断や健康管理及び学校保健にご協力を頂くものでございま

す。 

委嘱期間は、令和５年４月１日より令和６年３月 31 日までの１年間でござい

ます。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 
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近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

無ければ、議案第 10号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に、議案第 11 号「令和５年度富良野市立保育所における嘱託医の委嘱につい

て」を説明願います。 

 

議案第 11 号 令和５年度富良野市立保育所における嘱託医の委嘱ついて、ご説

明申し上げます。 

本件は、児童福祉法第 45 条の規定に基づき北海道が定める「北海道児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」第 47 条の規程により認可保育

所における嘱託医を別紙のとおり委嘱するものでございます。 

同条例第 15 条の入所児童の健康診断の実施にあたり、小児科医１名、耳鼻科

医１名、歯科医２名に委嘱し、入所児童の健康診断や健康管理にご協力を頂くも

のでございます。 

委嘱期間は、令和５年４月１日より令和６年３月 31 日までとするものでござ

います。 

以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第 11号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第 12号「富良野市コミュニティ・スクール協議会設置規則の一部改

正について」を説明願います。 

 

議案第 12号 富良野市コミュニティ・スクール協議会設置規則の一部改正

についてご説明申し上げます。 

 本件は、富良野市コミュニティ・スクール協議会委員の任命に関する条文

の見直しに伴い、規則の一部を改正しようとするものでございます。 

 以下、概要につきましてご説明申し上げます。 
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近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 第９条１号中（３）「対象学校の運営に資する活動を行う者」の前段に

「地域学校協働活動推進委員その他の」の文言を加えるものでございます。 

 なお、この規則の施行日は、令和５年４月１日とするものでございます。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第 12号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第 13号「特定子ども・子育て支援施設等の公示について」ご説明願

います。 

 

議案第 13号 特定子ども・子育て支援施設等の公示についてご説明申し上

げます。 

 本件は、子ども・子育て支援法第 58条の 11の規定に基づき、「特定子ど

も・子育て支援施設等」の公示をしようとするものでございます。 

 幼児教育・保育の無償化が令和元年 10月から開始されましたが、その際

に「特定子ども・子育て支援施設等」につきましても給付の対象施設となっ

たところであります。特定子ども・子育て支援施設等の給付対象とするため

には、特定子ども・子育て支援法第 58条の２に基づき、対象施設等が各事

業等を行う際に求めている基準と同様の内容を満たしているかの「確認」を

行い、同法第 58条の 11に基づき「確認」した施設等の公示が必要とされて

いるところであります。 

 これまで富良野市内では「預かり保育事業」４施設、「認可外保育施設」

６施設及び「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事

業）」１施設の 11施設の公示を行ったところでありますが、今回新たに認

可外保育施設１施設を令和５年４月１日付けで公示しようとするのでござい

ます。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 
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近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

亀渕教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

近内教育長 

 

 

 

 

 

無ければ、議案第 13号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

次に議案第 14号「修学旅行の引率業務等に従事する富良野市立学校職員の勤務

時間の割振り等に関する要領の一部改正について」を説明願います。 

 

議案第 14 号 修学旅行の引率業務等に従事する富良野市立学校職員の勤務時

間の割振り等に関する要領の一部改正について、ご説明申し上げます。 

本件は道立学校職員の「修学旅行の引率業務等に従事する道立学校職員の

勤務時間の割り振り等に関する要領」の一部改正に伴い、対象業務が「指導

要録の作成業務・学期末の評価業務」まで拡大されたことにより、本要領の

一部を改正しようとするものです。 

 以下、条を追ってご説明申し上げます。 

第２条第 16校の定義及び第３条第２項第 16号の対象業務に、「指導要領の

作成業務・学期末の評価業務」を新たに追記し、第３条の「および地方公務

員法（昭和 25年法律第 261号）第 28条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める者」を削除するものでございます。 

 なお、要領の施行日は令和５年４月１日から施行しようとするものでござ

います。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

只今の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

《各委員より「なし」の声あり》 

 

無ければ、議案第 14号について同意することにご異議ございませんか。 

 

《各委員より「異議なし」の声》 

 

ご異議なしと認めます。よって、原案のとおり決しました。 

これより秘密会といたします。 

以上で、本日の議事はすべて終了致しました。 

これをもって令和５年富良野市教育委員会第３回定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後５時０５分 


